
１ 栃木県立那須高等学校ＰＴＡ会則  

 

       第１章 総 則 

第 １ 条 本会は栃木県立那須高等学校ＰＴＡという。 

第 ２ 条 本会の事務局は栃木県立那須高等学校内におく。 

第 ３ 条 本会は本校に在籍する生徒の保護者等及び教職員をもって組織する。 

第 ４ 条 本会に学年部会をおく。学年部会は各学年からなる。 

 

       第２章 目的及び事業 

第 ５ 条 本会は家庭と学校と地域との緊密な連携によって生徒の健全育成に努めること

を目的とする。 

第 ６ 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  １ 家庭と学校と地域の緊密な連携を図り、学校教育に協力する。 

  ２ 教育環境の整備改善を支援する。 

  ３ 教育活動を支援する。 

  ４ 保護者等と教職員相互の資質の向上を図る。 

  ５ その他必要と認めた事業。 

 

       第３章 機 関 

第 ７ 条 本会に次の機関を置く。 

     １ 総会 ２ 理事会 ３ 監査会 ４ 学年部会  

第 ８ 条 総会は毎年１回会長が召集し、本会の重要事項を協議決定する。ただし、会長 

が総会の決議を必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。なお、総会の決 

議は出席会員の過半数による。 

第 ９ 条 理事会は毎学期１回開き、本会の重要事項を審議する。ただし、会長が必要と 

認めた場合には臨時に開催することができる。 

第１０条 理事会は、会長・副会長・学年部会長・監事・庶務・会計・校長・教頭・事務 

長をもって構成する。 

第１１条 監査会は会計の監査を行い、総会に報告する。 

第１２条 監査会は、監事をもって構成する。 

第１３条 学年部会については、別途規約にもとづいて運営する。 

 

        第４章 役 員 

第１４条 本会に次の役員を置く。 

  １ 会長       １名 

  ２ 副会長      ３名（１名は学校職員） 

  ３ 学年部会長    ３名 

４ 監事       ３名 

  ５ 庶務       学校職員１名 

  ６ 会計       学校職員１名 



第１５条 会長、副会長及び監事は総会で選挙又は推挙し、庶務、会計は会長がこれを委 

 嘱する。 

第１６条 役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。 

第１７条 役員の任務及び事務分掌は次のとおりとする。 

  １ 会長は本会を代表し、会務を総理する。 

  ２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

  ３ 学年部会長は、各学年部を統括する。 

４ 監事は本会の会計を監査する。 

  ５ 庶務は本会の庶務・広報に関する事項を処理する。 

  ６ 会計は本会の経理に関する一切の事務を処理する。 

第１８条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会でこれを推挙する。 

 

       第５章 会 計 

第１９条 本会の経費は、会費、寄付金及び事業収益をもってこれにあてる。 

  １ 会費は当該年度内予算によって総会で定める。 

  ２ 中途入会者は、入会と同時に月割相当額を全納するものとする。 

  ３ その他臨時に必要な経費は総会の決議によって徴収する。 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

第２１条 会長は年度始めの総会において、決算の承認と予算の決議を得るものとする。 

 

        第６章 附 則 

第２２条 本会則の変更は理事会で原案を作成し、総会の決議によって決定する。 

第２３条 会則第３条中、生徒の保護者等とは、直接生徒の保護監督に当たる者と解釈す 

る。 

第２４条 会員の会費は生徒２名以上在学している場合も１名分納入するものとする。 

第２５条 事情により理事会の決議をもって会員の会費を免除することができる。 

第２６条 本会の慶弔規定は別に定める。 

    昭和５５年 ５月 １日  一部改定 

    昭和５９年 ５月 １日   〃 

    昭和６１年 ５月 １日   〃 

    平成 ４年 ５月 １日    〃 

    平成１０年 ４月２１日    〃 

    平成１４年 ５月 ７日      〃 

    平成１７年 ２月２０日    〃 

    平成１８年 ４月２８日    〃 

    平成１９年 ４月２７日    〃 

    平成２３年 ４月２５日    〃   

    令和 ３年 ４月２４日   〃 

    令和 ５年 ４月２２日   〃 

    令和 ６年 ４月２０日   〃 

 



 ２ 栃木県立那須高等学校ＰＴＡ学年部会規約  

 

第 １ 条 会則第 13 条にもとづく学年部会として、以下の部会を設置する。 

     １ １学年部会 

     ２ ２学年部会 

     ３ ３学年部会 

 

第 ２ 条 各学年部会は本校に在籍する各学年の生徒の保護者等及び教職員をもって構成 

する。 

 

第 ３ 条 各学年部会に次の役員を置く。 

     １ 部会長 １名   ２ 部会役員 ４～９名 

 

第 ４ 条 部会長は、部会役員の互選による。 

 

第 ５ 条 部会長及び部会役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 

第 ６ 条 役員の任務は次のとおりとする。 

     １ 部会長は部会を代表し、会務を統括する。 

     ２ 部会役員は部会の運営及び学校行事に協力し、活動の中心となる。 

 

第 ７ 条 各学年部会の活動内容は以下の通りとする。 

     １ 学年部会総会及び学年部会役員会の開催 

     ２ 学校の教育活動の支援 

     ３ その他必要な事項 

 

第 ８ 条 学年部会総会は原則として年度始めに開催し、部会の重要事項を審議する。学 

年部会役員会は部会長が必要と認めた場合に適宜開催することが出来る。 

 

第 ９ 条 本規約の改定は学年部会が提案し、理事会の承認によって決定する。 

 

付 則  １ 本規約は、平成１４年５月７日より適用する。 

２ 平成１８年２月２１日  一部改定 

     ３ 令和 ５年４月２２日   〃 

     ４ 令和 ６年４月２０日   〃 

 

 

 

 

 



３ 栃木県立那須高等学校ＰＴＡ慶弔規定  

  

第 １ 条 会員の慶弔に関する規定を次のように定める。 

     １ 本人または配偶者死亡の場合         １０，０００円 

     ２ 子女の死亡の場合              １０，０００円 

     ３ 天災その他により著しい災害をうけた場合   その都度協議 

 

第 ２ 条 学校職員の慶弔に関する規定を次のように定める。 

     １ 職員の父母死亡の場合             ５，０００円 

 

第 ３ 条 本部役員、学年理事等を２年以上務めた退任者には、記念品を添えて感謝状を

贈る。 

 

第 ４ 条 学校職員が転任または退職する場合は、次の基準により餞別を贈る。 

     １ 餞別金は 5,000 円とする。 

     ２ その他必要と認めた場合は、その都度協議決定する。 

 

第 ５ 条 その他必要と認めた場合は、会長の決議により処理し、後に理事会の承認を得

る。 

 

第 ６ 条 本規定の変更は理事会において審議決定する。 

 

 

付 則  １ 本規定は、昭和５４年５月１８日より適用する。 

     ２ 昭和５９年５月２５日 一部改定 

     ３ 平成 ３年４月１６日 全面改定 

     ４ 平成 ５年２月２４日 一部改定 

     ５ 平成１４年５月 ７日   〃 

     ６ 令和 ６年４月２０日   〃 


